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第36回 熊本県議会 水俣病対策特別委員会会議記録（平成23年３月15日) 

 

   第 36 回   熊本県議会 水俣病対策特別委員会会議記録 

 
平成23年３月15日(火曜日) 

             午前10時42分開議 

            午前11時２分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1) 付託議案の審査 

   ――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

委 員 長 西 岡 勝 成 

副委員長 前 川   收 

委  員  山 本 秀 久 

委  員 村 上 寅 美 

委  員 渡 辺 利 男 

委  員  早 川 英 明 

委  員 中 原 隆 博 

         委  員  馬 場 成 志 

         委  員  大 西 一 史 

     委  員 氷 室 雄一郎 

       委  員 鎌 田   聡 

     委  員 吉 永 和 世 

     委  員  溝 口 幸 治 

           委  員 船 田 公 子 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

                 部 長 駒 崎  照 雄 

               次 長 谷 﨑  淳 一 

         次 長  内 田 安 弘 

  首席環境生活審議員兼     

      環境政策課長  野 田 正 広 

           環境保全課長  松 島   章 

             水環境課長  田 代 裕 信 

     水俣病保健課長  田 中 義 人 

         水俣病審査課長 寺 島 俊 夫 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 川 上 智 彦   

政務調査課課長補佐 小 林 昌 樹 

――――――――――――――― 

  午前10時42分開議 

○西岡勝成委員長 それでは、全員おそろい

でございますので、ただいまから会議を始め

たいと思いますけれども、３月11日に起きま

した東北地方の大津波、大地震、そして原

発、いろいろ甚大な被害が出ておりまして、

被害者の皆様方、また亡くなられた方々につ

きまして心からお見舞いと御冥福をお祈り申

し上げますとともに、救助活動に当たってお

られる皆様方に心から敬意と感謝を申し上げ

て、会議に入りたいと思います。 

 ただいまから第36回水俣病対策特別委員会

を開催いたします。 

 委員の先生方におかれましては、急遽お集

まりをいただき、感謝申し上げます。 

 前回の特別委員会で、和解協議の進展状況

によりますが、県議会としての対応が必要と

なる場面が生じることについてお伝えをして

おりました。 

 こうした中、本日、執行部から県議会に対

し、ノーモア・ミナマタの各訴訟に係る和解

議案の追加提案があり、本委員会に付託され

ました。 

 各裁判所における和解協議が、東京訴訟は

３月24日、熊本訴訟は25日、近畿訴訟は28日

に予定されております。本日は、それぞれの

期日において、県として和解することを認め

るかどうかという大変重要な議題について審

議をいたします。 

 それでは、議題に入ります。 

 執行部から説明を受けた後、質疑を行いた

いと思います。 
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 なお、説明等を行われる際、執行部の皆さ

んは着席のまま行ってください。 

 それでは、駒崎環境生活部長から総括説明

を行い、続いて、説明資料に基づき、田中水

俣病保健課長に説明をお願いいたします。 

 

○駒崎環境生活部長 それでは、御説明を申

し上げます。 

 知事が和解議案の提案理由を御説明いたし

ましたので、私からは経過等について御説明

を申し上げます。 

 平成16年10月の関西訴訟最高裁判決におい

て、公健法の判断条件とは別の基準により、

原告の方々への損害賠償が認められたことな

どを契機として認定申請が急増いたしまし

た。これに対して、平成17年10月から、県は

国と連携して、水俣病被害者の方々に安心し

て治療を受けていただくため、新保健手帳の

申請受け付けを開始いたしました。 

 しかしながら、その後も認定申請は増加を

続け、また、チッソ、国及び県を被告とし

て、ノーモア・ミナマタ国賠訴訟等が提起さ

れました。 

 この間、県議会におかれては、水俣病被害

者の方々の早期救済実現のため、平成17年２

月に水俣病対策特別委員会を設置いただきま

した。曲折はございましたけれども、県議会

を初め多くの方々の御尽力により、平成21年

７月に特措法が成立する一方、平成22年３月

には熊本地裁から和解所見が示され、原告、

被告双方が和解協議に入る旨の合意をいたし

ました。 

 この和解所見に基づき、平成22年５月か

ら、第三者診断及び第三者委員会による判定

を行ってまいりました。また、東京及び近畿

の訴訟についても同様の手続が開始されまし

た。 

 先般、最終の第三者委員会が行われ、３つ

の訴訟のすべての原告の判定が終了いたしま

した。 

 こうした経過を踏まえ、本日、和解議案を

提出したものでございます。 

 次に、和解議案の概要について御説明いた

します。 

 議案の内容は、第三者委員会において一時

金等の対象者と判定された原告について、チ

ッソ株式会社が一時金210万円を支給し、県

が療養費及び療養手当を支給するとしており

ます。また、同様の手続により、療養費の対

象者と判定された方について、県が療養費を

支給するとしております。いずれも県支出分

の８割については国が負担することになって

いますが、これは被告内部の負担割合でござ

いますので、和解条項には出てまいりませ

ん。 

 議案には、和解の相手方等を記載しない形

とさせていただきました。原告の方々のお名

前や判定結果を記載しますと、その方々の症

状が公開されることになります。また、原告

の方々が水俣病被害者であることも公開され

ることになります。その結果、差別を受けら

れかねないおそれがあります。 

 和解議案で相手方等を記載しないことにつ

きましては、本県では初めてのことかと思い

ますが、総務省の見解は各県の判断であると

のことであり、全国21の都府県で既にそのよ

うな例がございます。さきに述べました事情

をお酌み取りいただき、御理解を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

 それぞれの方の判定は、原告側が指名した

委員を含めた第三者委員会全体の決定として

行われております。県としては、公正な診断

や判定が行われたと考えております。 

 診断や判定に携わられた方々にこの場をか

りてお礼を申し上げますとともに、一日も早

い救済を切望されている原告の方々の思いに

こたえ、大きな課題の解決を図るため、和解

議案について県議会の御賛同を賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 
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○西岡勝成委員長 次に、田中水俣病保健課

長。 

 

○田中水俣病保健課長 それでは、説明資料

に沿いまして御説明を申し上げます。 

 議案の御説明に入ります前に、そのもとと

なります和解案の概要につきまして御説明を

申し上げます。 

 恐縮でございますが、お手元の説明資料の

４ページをお願いいたします。 

 本県といたしましては、４ページに記載を

しておりますノーモア・ミナマタ３訴訟の和

解の概要、この内容を受け入れて、また、原

告の方々も受け入れていただけるものと考え

ております。 

 まず、１の一時金及び加算金の支給につい

てでございます。 

 (1)の一時金につきましては、チッソが、

１人当たり210万円を支給する。(2)一時金に

加算する額として、チッソは、ノーモア・ミ

ナマタ国賠等訴訟において29億5,000万円、

近畿訴訟において３億円、東京訴訟において

２億円を支給いたします。 

 ２の療養手当及び療養費の支給についてで

ございますけれども、本県は、熊本県が払う

べき原告のうち、①一時金等対象者の方に療

養手当及び療養費、②療養費対象者の方に療

養費を支給いたします。 

 当然ながら、鹿児島県が払うべき原告の方

につきましては、鹿児島県が療養手当及び療

養費を支給することとなります。 

 ３の地域振興等についてでございます。 

 (1)国及び熊本県は、地域の振興、健康増

進事業等の実施に努めることとしておりま

す。 

 (2)また、国は、水銀と健康との関係を明

らかにする調査研究とその手法の開発に努め

ることとしております。 

 ４のチッソの取り組みについてでございま

す。 

 チッソは、一時金等の支給を行うために、

特措法に規定をします措置を実施することと

しております。 

 ５の紛争の解決についてでございます。 

 (1)原告の方々は、裁判や認定申請などの

取り下げを行っていただき、水俣病の被害に

係るすべての紛争を終了させることをお約束

いただきます。また、(2)原告の方々は、今

後、水俣病の被害に係るすべての紛争を行わ

ないこともお約束をいただきます。 

 ６の謝罪についてでございます。 

 国、県及びチッソは、原告の方々に対して

謝罪の意を表することとしております。 

 以上が和解の主な内容でございますが、こ

のうち、主要な部分につきまして議案として

提出をさせていただいております。 

 恐縮でございますが、資料の１ページの方

にお戻りいただけますでしょうか。 

 それでは、議案について御説明をいたしま

す。 

 まず、議案第103号、熊本地裁に提訴をさ

れておりますノーモア・ミナマタ国家賠償等

請求事件の和解についてでございます。 

 原告大石利生さんほか2,465人の方々と和

解をさせていただきたいと考えております。

  和解事項につきましては、先ほど和解の

概要で説明をした内容とほぼ同じでございま

すので、説明を省略させていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次に、議案第104号、ノーモア・ミナマタ

近畿国家賠償等請求事件の和解についてでご

ざいます。 

 原告西川成代さんほか306人の方々と和解

をさせていただきたいと考えております。 

 和解事項につきましては、一時金に加算さ

れる３億円以外のほか、すべて１ページと同

じ内容でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 最後が議案第105号でございます。ノーモ
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ア・ミナマタ東京国家賠償等請求事件の和解

についてでございます。 

 原告山本昭彦さんほか193人の方々と和解

をさせていただきたいと考えております。 

 和解事項につきましては、これも、一時金

に加算される２億円以外、すべて１ページと

同じでございます。 

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げま

す。 

 

○西岡勝成委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 これより質疑に入ります。何かございます

か。 

 

○渡辺利男委員 長い間水俣病被害者として

苦しんでこられた方々からすると、この内容

では本当は不十分なのかもしれませんけれど

も、生きているうちに何らかの救済をという

多くの方々が、これで了としていただけるな

らば、もう私どもは何も言うことないと思い

ます。私もこの内容を了としたいと思います

し、また、被害者の皆さんの立場に立って、

この議案の中で、名前を明らかにしないとい

う取り扱いについても私は了としたいと思い

ます。 

 ただ、一言執行部の皆さんにお願いしたい

のは、知事が本会議でもきちんと言われまし

たけれども、この和解でもって水俣病問題が

もう終わるのではないということだけはぜひ

行政として肝に銘じていただいて、まだまだ

未解決の事項もありますし、今後新たな問題

も生じてくるかもしれませんけれども、ぜひ

これからも真摯に対応していただきたいとい

うことをお願い申し上げて、要望にかえさせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員長 要望でございますね。 

 

○渡辺利男委員 はい。 

 

○西岡勝成委員長 ほかにございませんか。 

 

○大西一史委員 非常にこの３訴訟の和解と

いうことで大変重たいこれは議案であります

が、いろいろ協議をする中で、原告団もこれ

を当然受け入れていただけるということで今

回出されているということでの認識でいいの

ではないかなというふうに思いますが、その

点をもう一回確認をしておきたいということ

と、我々が議決をするに当たっては、もう一

回そこをきちっと確認をしておきたいという

ことが１つ。 

 それから、あと、和解の概要の中でのこの

６番の謝罪のところですけれども、やはりこ

ういう金銭的なこともいろいろありますけれ

ども、やはりそういう原告の皆さんに対する

この謝罪の気持ち、その誠意といいましょう

か、そういったところがやっぱりしっかり伝

わるような形でなければならないというふう

に思います。その辺に対する思いをしっかり

込めていただきたいということは、この和解

に当たってですけれども、お願いをしておき

たいというふうに思います。 

 さっきの点に関して、環境生活部長いかが

でしょうか。 

 

○駒崎環境生活部長 お２人の先生から御意

見いただきましてありがとうございます。 

 御質問の方から先にお答えいたしますと、

原告団も受け入れるという前提のもとで、十

分な事前協議の中での原告とのすり合わせの

中でそういう確認がとれて、議案の提出に踏

み切ったものでございます。 

 昨日、環境省の小林上席参与も知事をわざ

わざ訪ねておいでになりまして、それぞれの

和解期日に和解ができるよう国も県も精いっ

ぱいの努力をしましょうという発言の中で、

県としても手続を進めてほしいというふうな
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御指示でございます。 

 県議会が、原告団総会に先駆けて、和解を

受け入れるという意思を表明していただくこ

とは強いメッセージとして原告団にも伝わる

ものと確信しておりますので、和解期日にお

いての和解は十分な可能性があり、和解成立

できるものと考えております。 

 それから、御要望という形でございました

けれども、渡辺委員からも大西委員からも御

発言ございました。知事が県議会の本会議の

答弁で申し上げましたように、水俣病の教訓

を知事が３点に分けて答弁いたしました。

我々県職員、その答弁を肝に銘じながら聞い

ておりましたので、決して和解によって、あ

るいは特措法による救済によって物事が片づ

いたというふうには決して考えずに取り組ん

でまいります。 

 今後ともよろしく御指導お願いいたしま

す。 

 

○西岡勝成委員長 ほか、ございませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○西岡勝成委員長 ほかに質疑がないようで

ございますので、以上で質疑を終了いたしま

す。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第103号、第104号、第105号について、

一括して採決したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西岡勝成委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第103号、第104号、第105号について

原案のとおり可決することに異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西岡勝成委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第103号、第104号、第105号は、

原案のとおり可決することに決定をいたしま

した。 

 以上で本日の議題はすべて終了をいたしま

した。 

 なお、本委員会に付託されました調査事件

については、前回の委員会で調査を終了する

ことについて御了承をいただいておりますの

で、その旨議長に報告することといたしま

す。 

 閉会に当たりまして、本委員会の審査は今

回で最後になりますので、一言ごあいさつを

申し上げたいと思います。 

 本委員会は、平成19年５月に設置されて以

来、この４年間、前川副委員長とともに、一

日も早く被害者の方々の救済が図られるよう

にとの強い思いで務めてまいりました。各委

員におかれましても、同様の思いで、終始一

貫して熱心に御議論をいただき、心から感謝

を申し上げたいと思います。 

 その結果、ノーモア・ミナマタ各訴訟にお

いて、県として和解することに御賛同をいた

だきました。これにより、原告の方々の早期

救済と、平成16年の最高裁判決後の大きな課

題の解決が図られるものと思います。 

 24日からそれぞれの裁判所において最終の

和解協議が行われ、県議会の議決に基づき、

必ず和解が成立するよう執行部に対しまして

もお願いをいたしておきます。 

 また、原告の方々も、県民の代表でありま

す県議会の意思を十分尊重して御判断をいた

だくようにお願いをいたしておきます。 

 さらに、特措法の救済においても、主な被

害者団体が３月23日にチッソ株式会社と紛争

終結の協定を結ぶ意向とのことであり、被害

者救済が大きく前進していると確信をいたし

ております。このことにより、本委員会の責

任の一端を果たすものと考えております。 

 しかし、水俣病問題の解決のためには、被

害者救済とあわせて、地域の保健、医療、福

祉の充実や地域振興が必要であります。ま

た、チッソは、加害者責任を改めて自覚し、

事業再編後も、補償責任を完遂するととも
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に、地域の振興にも力強く寄与する必要があ

ります。チッソはこのことを深く認識して、

今後も、水俣病問題の全面解決に向けて、し

っかりと取り組むことを強く要望をいたしま

す。 

 県議会と執行部においても、今後とも、よ

り一層連携を図りながら、水俣病対策に取り

組んでいく必要があると思いますので、申し

上げておきます。 

 それから、最後になりますけれども、今期

をもって県議会議員を勇退されます本委員会

の渡辺先生、中原先生、船田先生並びに執行

部の松島環境保全課長には、長きにわたり本

委員会において貴重な御意見、御提言を賜

り、まことにありがとうございました。おか

げさまで、県政の最重要課題でありました水

俣病問題も解決に向けて着実に進んでいると

思っております。今後とも御健勝にて県政に

ついてもいろいろと御指導賜りますようお願

い申し上げたいと思います。 

 長い間ありがとうございました。 

 前川副委員長、一言。 

 

○前川收副委員長 委員長の補佐として４年

間頑張らさせていただきました。委員の皆さ

ん方の御協力に感謝を申し上げますととも

に、執行部の皆さん方、本当に、職務とはい

え、心を込めてこの問題に真剣に取り組んで

いただいたこと、また、いろんな御苦労もな

さったことも仄聞しております。そのたくさ

んの御苦労に対して心から敬意を表し、県民

の一人として感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 以上であります。ありがとうございまし

た。 

 

○西岡勝成委員長 どうもありがとうござい

ました。 

 これをもちまして本委員会を終了させてい

ただきます。 

  午前11時２分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  水俣病対策特別委員会委員長 
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